








東区内への適応指導教室の設置について 

 

１ 経 緯 

  Ｈ30.12.17  要望書「東区内への適応指導教室設置について」を市長、教育長へ提出 
 

要望事項  １ 保護者や地域住民、児童生徒の願いに応えるために、東区内に適応 

指導教室の設置をお願いしたい。 

２ 上記 1 の実現に向け、東区の現状に則した適応指導教室のあり方に 

ついて、関係者と協議する場を設けていただきたい。 
 

Ｒ1. 5.23   第１回協議 

Ｒ1. 7. 3    施設見学（江南区教育相談室） 

Ｒ1. 7.17   第２回協議・施設見学（教育相談センター『ぐみの木教室』） 

Ｒ1.10. 1   第３回協議 

 

２ 設置に向けた方向性 

○不登校児童生徒の居場所づくり（東区版） 

 不登校の児童生徒を対象に、適応指導教室に通う前段階の居場所として、東区内にアッ

トホームなフリースペースを設ける。 

 

・実施時期  令和２年度以降 

・会   場   交通の便が良く、不登校児童生徒の抵抗感が少ない場所 
 

・イメージ図    教育相談センター        教育相談室         訪問相談 

 
東区版 フリースペース 

 

３ これまでの協議メンバー 

・東区自治協議会 

吉田副会長、大江副会長、佐藤（恵）副会長、田中第２部会長 

・オブザーバー 

石垣順子 氏（元東区自治協議会委員、現新潟県スクールカウンセラー） 

・教育委員会 

学校支援課長、指導主事、教育相談センター所長、東区教育支援センター所長 

 ・東区役所 

   地域課企画担当係長 

 

４ 今後の協議体制 

 裏面のとおり 

 

別 紙 
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『東区 不登校児童生徒の居場所づくり』

東区自治協議会
〇適応指導教室設置の要望書を提出(H30)
・東区の現状に即した適応指導教室のあり方について協議する場を…

東区自治協議会 第2部会
〇適応指導教室設置の必要性言及，要望まとめ(H30)
・居場所づくり等に関する調査･研究(R2)
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Ｒ２ 提案事業

設置に関する協議






